
（添付資料）

リーフレット「若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します！」

 厚生労働省では、「青少年の雇用の促進等に関する法律（通称：若者雇用促進

法）」に基づき、若者の採用・育成に積極的で、離職率・有給休暇取得実績など

が一定水準を満たしており、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を認定

する制度を平成27年10月から実施しています。

 この度、沖縄労働局（局長 安達隆文）では、平成30年７月2日付けで次の企

業を認定しました。全国では369社（平成30年５月31日現在）がユースエール認

定を受けており、沖縄では土木建築サービス業（建設コンサルタント等）で初め

て、全産業では４番目の認定となります。

 なお、下記のとおり認定通知書交付式を行いますので、取材方よろしくお願い

します。

取扱い注意
（公表日まで部外秘）

若者の採用・育成に積極的で離職率・有給休暇取得実績などが、

一定の水準を満たしている中小企業を認定する制度（ユースエール）

土木建築サービス業初ユースエール認定企業決定！
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○認定企業：株式会社大栄コンサルタント

○日 時 ：平成30年７月11日（水）10：00から

○場 所 ：那覇第２地方合同庁舎１号館 ２階 中会議室

那覇市おもろまち２-２-１

※当日8:30現在、沖縄本島地方に暴風警報が発令されている場合は、延期いたします。
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